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特許料金および特許審査請求制度に関する 
研究の現状と課題

西 村　陽 一 郎

Patent Fees and Deferred Patent Examination System:  
A Literature Review and Future Directions

Yoichiro NISHIMURA

We systematically review the recent literature on patent fees and deferred patent examina-
tion system. By reviewing the recent literature, we elaborate shortcomings of the extant re-
search on patent fees and deferred patent examination system. At the same time, we provide 
future directions for research. 
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Ⅰ　は じ め に

近年，各国の特許庁は料金をその都度変更することで社会的に最適な特許料金の水準の

模索を試みている。たとえば，イタリアでは，2006 年 1 月に特許料が廃止されたが，

2007 年 1 月より特許料が復活した。欧州特許庁（EPO）は 2022 年 4 月から特許手数料

（審査請求料，維持年金等）を値上げし，英国知的財産庁は，2018 年 4 月に特許関係料金

を改定した。また，ドイツ特許商標庁は，2022 年 7 月に，特許に関する更新手数料を約

20 年ぶりに値上げした。最近では，米国が 2020 年 10 月に特許出願料および登録料を値

上げし，わが国でも 2022 年 4 月より特許料を増額改定することが決定されている。

このように，各国特許庁が幾度となく料金改定を実施している背景に，特許に関する最

適な料金水準を設定することの難しさがある。最適な料金水準を設定する際には，出願人

による研究開発・特許出願のインセンティブ（e.g., Hunt, 2006; Arundel and Kabla, 

1998），出願人による自己スクリーニングのインセンティブ（Caillaud and Duchene, 

2011; Atal and Bar 2010; Schuett, 2013a; Schankerman and Schuett, 2022），特許審査官の

審査負担・その審査負担による審査の質の低下（Caillaud and Duchene, 2011; Schuett, 

2013b; Kim and Oh, 2017; Yamauchi and Nagaoka 2015b; Nagaoka and Yamauchi, 
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2022），独立採算のための特許庁の収入確保（Picard and van Pottelsberghe de la Potte-

rie, 2013; Baudry and Dumont, 2009），各国における特許料金との相対的水準（Nicholas, 

2011）といった様々でかつある時には相反する影響や利益を同時に考え，バランスをと

る必要がある。その意味で最適な料金水準の設定は非常に難しい。たとえば，極端に料金

が高すぎると，次期 R&D 活動への投資インセンティブや出願人（特に中小企業や新興企

業）の特許取得へのインセンティブが低下してしまう。

逆に，極端に料金が安すぎると，権利化に値しない特許出願や特許審査に値しない特許

出願が増加し，多数の特許出願が特許審査官の審査業務をひっ迫させる。そのため，特許

審査官の審査の質の低下（誤って，権利化に値しない発明を登録査定してしまう）をまね

いてしまうかもしれない（e.g., Yamauchi and Nagaoka, 2015b; Nagaoka and Yamauchi, 

2022; Burke and Reitzig, 2007; Bessen and Meurer, 2005）。したがって，料金水準を設定

するためには，これらの複数の観点から利害を同時に考慮し調整するというバランスをと

る必要がある。

前述の問題意識をもち，本稿では，特許料金および特許の審査請求制度に関する既存研

究をサーベイする。このような既存研究のサーベイは，我が国特許庁が特許に関する料金

を改定しようと試みる場合，その料金改定の及ぼす影響を考える際に非常に参考になり，

大きな意義があると考えられる。

特許料金に関する先行研究の状況をみると，後に詳述するが，大別すると特許の量的側

面に及ぼす影響と質的側面に及ぼす影響を検証した先行研究にわかれる。そして，特許の

量的側面に及ぼす影響を検証した先行研究は大量にあるがためにその知見は断片化してお

り，一方で特許の質的側面に及ぼす影響を検証した先行研究は前者と比較して，相対的に

分量が少なく研究蓄積が十分とはいえない。そして，研究蓄積の不十分さから特許料金の

役割に関する我々の理解が限定的なものとなっている。また，審査請求制度に関する先行

研究の状況をみると，審査請求行動のうち，審査請求タイミングを分析した研究は存在す

るが，審査請求行動の質的側面を分析した研究はわずかである。そのため，審査請求制度

に関する我々の理解は限られたものとなっている。

本稿の構成は以下の通りである。次節では，わが国における審査請求制度の概要を説明

する。第Ⅲ節では，特許料金に関する研究の現状と課題を明らかにし，同時に将来の研究

の方向性を示唆する。また，第Ⅳ節では，審査請求制度に関する研究の現状と課題を明ら

かにし，同時に将来の研究の方向性を示唆する。最終節に結論を述べる。

Ⅱ　わが国における審査請求制度の概要

特許庁に提出された特許出願はすべて実態審査される米国または欧州のいくつかの諸国
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の特許審査制度とは異なり，わが国では特許審査請求制度といわれる特許審査の繰延制度

が採用されている。審査請求制度とは，特許出願が特許庁になされてすぐに実態審査に入

るのではなく，審査請求可能期間といったある一定の期間内に実態審査をして欲しいとい

う請求が審査請求料金の納付とともに出願人によってなされた特許出願（審査請求と同時

にまたは審査請求以前にすでにわが国特許庁にて特許出願がなされていることが前提条

件）に限って実態審査に入るという制度である。わが国では，審査請求可能期間は出願日

より 3 年以内と定まっている。わが国特許庁において指摘されている審査請求制度の制度

趣旨や目的は以下の通りである（特許庁ホームページを参照）。

発明の商業的価値に関する高い不確実性に直面している出願人にとって，特許庁に出願

した発明が出願時に権利化に値する発明なのかがわからないことが多い。したがって，3

年以内といった時間をかけてその価値を判断させ，出願人が権利化を希望する出願発明の

みの実態審査を行う。これにより，特許審査官は余計な出願に時間や手間暇をかける必要

がなくなり，審査処理がスムーズに促進され，ひいては審査の質の向上に資する。もし，

審査請求が可能な期限内である 3 年以内に審査請求がなされなかった場合，出願を取り下

げたものとみなされる。なお，審査請求制度は出願公開になんら影響を与えない。よっ

て，審査請求が可能な期限内である 3 年以内に審査請求がなされなかった場合でも当該出

願は出願日から 18 ヶ月に出願公開されているため，出願公開に伴う効果は発生する。

また，先行研究においてもこのような審査請求制度を採用する趣旨として，審査請求の

意思決定を延期することで出願人の不確実性を低下させる等といった出願人や審査官がメ

リットを享受できることが指摘されている。すなわち，（1）出願人に時間的余裕を与える

ことで特許化を試みている発明の商業的価値を学習する時間を確保するメリット（e.g., 

van Pottelsberghe de la Potterie, 2011; Nikzad, 2011; Harhoff and Wagner, 2009; Zhang et 

al., 2020; Cao et al., 2019; Harhoff et al., 2015），（2）特許文書を修正する時間を出願人が

確保するメリット（Berger et al., 2012），（3）審査する価値がある特許出願のみを審査対

象とすることで審査官の負担を軽減するメリット（e.g., Thomas, 2010; Yamauchi and 

Nagaoka, 2015b），（4）審査官の過負荷によって認められてはならない発明を特許として

誤って登録査定してしまうことが指摘されており（Yamauchi and Nagaoka, 2015b; Burke 

and Reitzig, 2007; Bessen and Meurer, 2005），審査官の負担が減ることでこの誤る確率を

減 ら す メ リ ッ ト（e.g., Eckert and Langinier, 2014; Thomas, 2010; McKie and Edward, 

1973）である。このような審査請求制度の利用方法を先行研究では伝統的な利用（tradi-

tional use） と 呼 ん で い る（e.g., Henkel and Jell, 2011; Zhang et al., 2020; Cao et al., 

2019）。一方で，出願人である企業は，このような伝統的な利用のみならず，実際は，審

査請求の意思決定を延期することで競合他社の不確実性を意図的に創出し，その不確実性
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を増加させるといった戦略的利用（strategic use）もなされていると指摘している（e.g., 

Henkel and Jell, 2011; Zhang et al., 2020; Cao et al., 2019; Eckert and Langinier, 2014; 

Thomas, 2010; McKie and Edward, 1973）。つまり，（1）競合他社に対する不確実性を意

図的に創出し，他社の R&D 活動を牽制する（e.g., Palangkaraya et al., 2008; Henkel and 

Jell, 2011; Zhang et al., 2020; Cao et al., 2019; Harhoff et al., 2015），（2）特許が付与され

ていなくても審査係属し特許出願が公開されることで，特許が付与された場合と同様な法

的効力をもち，同じ保護をうけられる，そして，特許出願が最終的に拒絶されるまで何年

も係属したままであれば，出願人は長い間疑わしい状態のまま，法的保護の恩恵に浴すこ

と（e.g., Nakata and Zhang, 2012; van Zeebroeck, 2007; Harhoff and Wagner, 2009; Zhang 

et al., 2020; Cao et al., 2019）が指摘されている。では，次節では特許料金に関する研究

をレビューしてみる。

Ⅲ　特許料金研究

1.　特許料金研究の現状

特許料金に関する研究について多くの知見が蓄積されている1）（表 1）。特許料金に関す

る実証研究は，大きく 2 つに分かれる。1 つは，特許料金と特許の量的側面との関係性を

検証した研究で，この分野では多くの研究知見が蓄積されている。いま 1 つは特許料金と

特許の質的側面との関係性を検証した研究である。この分野の研究は特許料金と特許の量

的側面との関係性を検証した研究と比較すると，その蓄積された研究知見は相対的に少な

い。また，後述の通り，審査料金との関係性をみた研究はほぼ皆無である。

特許料金と特許の量的側面との関係性をみた実証研究は，① 特許料金全般，② 特許出

願料・PCT 出願料，③ 弁理士費用・翻訳費用，④ 特許有効化料，⑤ 特許更新料といっ

た 5 種類の特許料金と特許の量的側面との関係性を検証した分野の研究にわけることがで

きる。まず，① 特許料金全般と特許の量的側面との関係性を検証した研究である。これ

らの研究では，出願から登録・権利消滅までの合計された特許料金と特許出願件数との間

には負の関係があり（すなわち，料金が高くなるほど特許出願件数が減少し，料金が安く

なるほど特許出願件数が増加する），かつ，その弾性値の絶対値は 1 より小さいことが明

ら か と な っ て い る （de Rassenfosse and van Pottelsberghe de la Potterie, 2007, 2009, 

2011）。すなわち，特許料金全般の弾性値の絶対値が 1 より小さいことは，特許出願件数

は特許料金全般に対して，非弾力的であることを示している。また，先行研究は特許料金

1）　特許料金に関するサーベイについて，de Rassenfosse and van Pottelsberghe de la Potterie 
（2013）も存在する。こちらのサーベイ論文も参照されたい。
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全般と特許請求項数との関係性にも負の関係があることを明らかにしている （van Pottels-

berghe de la Potterie and Francois, 2009）。

次に，② 特許出願料・PCT 出願料と特許の量的側面との関係性を検証した研究であ

る。エントリーコストの性格を有する特許出願料と特許出願件数といった特許の量的側面

との関係性を検証した研究によると，特許出願料と特許出願件数との間に負の関係がある

としている（Adams et al., 1997; Eaton and Kortum, 1996; Eaton et al., 2004; Landes and 

Posner, 2004; Park, 2003; Wilson, 2008; de Rassenfosse and van Pottelsberghe de la Potte-

rie, 2011）。そして，先行研究では，特許出願件数に対する特許出願料の弾性値の絶対値

は 1 より小さく，非弾力的であることを示している（Adams et al., 1997; Landes and Pos-

ner, 2004; Park, 2003; Wilson, 2008; de Rassenfosse and van Pottelsberghe de la Potterie, 

2011）。また，特許出願料と特許請求項数との関係性を分析した研究もある。先行研究に

よれば，特許出願料と特許請求項数との間にも負の関係があり，かつ，その弾性値の絶対

値は 1 よりも小さい。そのため，特許請求項数は特許出願料に対して非弾力的であること

が明らかにされている（Archontopoulos et al., 2007）。出願料と類似する料金として，

PCT 出願時に支払う PCT 出願料がある。先行研究では，PCT 出願料と PCT 出願の有無

（PCT 出願の確率）との間に負の関係があり，かつ，その弾性値の絶対値は 1 より小さい

ため，PCT 出願の有無は，PCT 出願料に対して非弾力的であるとしている（WIPO, 

2014）。

また，特許出願料を構成する要素に，弁理士費用および翻訳費用がある。弁理士費用の

特許出願件数に対する影響を検証した研究では，その影響について無関係であるという検

証結果や負の影響があるといった検証結果を示しており，結論がでていない状態である。

Helfgott （1993）では，弁理士費用が出願費用に占める比率は小さいことを明らかにして

いる。したがって，この事実は，特許出願件数に対する影響はあまり考えられないことを

示唆する。また，Eaton and Kortum （1996）は，弁理士費用を含む特許取得コストが特許

出願件数に負の影響を与えることを発見している。一方で，翻訳費用に関しては，特許出

願料に占める翻訳費用の比率が高いことを先行研究では発見しており（Helfgott, 1993），

翻訳費用を含む特許取得コストが特許出願件数に負の影響を与えること（Eaton and Kor-

tum 1996），翻訳費用と特許有効化件数や特許有効化確率との間に負の関係があることを

発見している（van Pottelsberghe de la Potterie and Mejer, 2010; Harhoff et al., 2009a; 

Harhoff et al., 2009b）。

次に，権利付与後にかかる費用として，特許有効化料や特許更新料がある。特許有効化

料に関しては，特許有効化料と特許有効化件数との間に負の関係があり，その弾性値の絶

対値は 1 より小さく，特許有効化料に対する特許有効化件数は非弾力的であることが先行
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研究によって示されている（Harhoff et al., 2009a）。また，特許有効化料と特許有効化確

率との間に負の関係があることも先行研究によって指摘されている（Harhoff et al., 

2009b）。

特許更新料に関しては，① 特許出願行動，② 特許有効化行動，③ 権利更新行動，

④ 権利移転行動といった 4 種類の特許関連行動に影響を与えることが先行研究によって

指摘されている。① 特許出願行動に与える影響に関しては，特許更新料と特許出願件数

との間に負の関係があり，その弾性値の絶対値は 1 より小さいことが先行研究において示

されている （MacLeod et al., 2003; Moser, 2009）。② 特許有効化行動に与える影響に関し

ては，特許更新料と特許有効化件数との間には負の関係があり，その弾性値の絶対値は 1

より小さいことも示されている（Harhoff et al., 2009a）。また，特許更新料と特許有効化

確率との間には負の関係があることも示されている（Harhoff et al., 2009b）。③ 権利更新

行動に与える影響に関しては，特許更新料と権利更新の有無との間には負の関係があり，

その弾性値の絶対値は 1 より小さいことが確認されている（Danguy and van Pottelsber-

ghe de la Potterie, 2011; Schankerman and Pakes, 1986; Thompson, 2017; USPTO, 

2013）。また，特許更新料と権利維持期間との間に負の関係があることを出願人国籍別の

分析で明らかにしている（Lehmann-Hasemeyer and Streb, 2020）。最後に，④ 権利移転

行動に与える影響についても，特許更新料と権利移転回数との間に負の関係があることが

確認されている（Serrano, 2010）。

いま 1 つの研究分野である特許料金と特許の質的側面との関係性をみた実証研究はわず

かにある。先行研究によると，① 特許料総額と登録特許の質との間に正の関係があり

（すなわち，特許料総額を値上げすると，登録特許の質が高くなる），② 特許料総額を値

上げすると，特に質の悪い発明がスクリーニングされて特許出願されないため，質の悪い

特許群において①の関係性がより強くみられる，③ パテントポートフォリオのサイズが

大きい企業で特に①の関係性は強くなることが示されている （de Rassenfosse and Jaffe, 

2018）。また，別の研究では，特許出願料と特許価値（維持期間および満期まで維持して

いるかのダミー変数）との間に正の関係があることを確認している（Nicholas, 2011）。こ

れらの研究とは逆に，特許更新料と登録特許の質との間に負の関係があることを見出して

いる研究もある。この研究では，特許更新料が引き下げられることで，予算制約のためい

ままで特許取得できなかった良質な発明が特許取得され，特許の質が高まったと議論して

いる（Kuegler, 2016）。

2.　特許料金研究の課題

特許料金に関する先行研究を俯瞰すると，特許料金の増額や減額改定の影響に関するわ
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れわれの理解は限定的である。特許料の役割に関するわれわれの理解が限定的にとどまっ

ている理由として，以下の 4 点があげられる。第 1 に，特許の質に関する確立された尺度

がないため，特許料金の特許の質に対する影響を検証した先行研究は乏しく未解明な点が

多い。特許料金の特許の量的側面に対する影響を検証した豊富な先行研究と比較すると，

特許料金の特許の質に対する影響を検証した先行研究は非常に乏しいことが明らかであ

る。さらに，先行研究では，特許料金が特許の質に与える影響について，正負の両方の実

証的証拠を示しており，結論がでていない。よって，特許料金の引き下げが特許の質を低

下させるといった実証的証拠が研究において示されない限り，特許料金の減額改定が（出

願人によるスクリーニングのインセンティブを阻害するという経路を通じて）特許の質的

側面に悪影響を及ぼす可能性が高いと結論づけることはできない。今後の研究の方向性と

して，特許料金の減額改定が特許の質的側面に悪影響を及ぼすことを検証することが期待

される。第 2 に，権利付与前特許料金の大部分を占める審査請求料が特許の質的側面に及

ぼす影響を検証した研究はわれわれの知る限り皆無である。権利付与後特許料金を含む特

許料金総額と特許の質的側面への影響を検証した先行研究は存在する（de Rassenfosse 

and Jaffe, 2018）。特許料金の 1 つの役割として，出願人による自己選別の促進が指摘さ

れている（e.g., Comino and Graziano 2015; Yamauchi and Nagaoka 2015a; Schankerman 

and Schuett 2022）。そして，特許料金の中でも権利付与後特許料金ではなく，権利付与

前特許料金が出願人による自己選別の促進に大きな役割を果たしていると数理モデルを利

用して示した先行研究がある（Schankerman and Schuett 2022）。このような数理モデル

による帰結を前提とするならば，特許料金総額よりも，むしろ，審査請求料のような権利

付与前特許料金が特許の質的側面に及ぼす影響を検証した研究がわれわれの知見を広げる

のにより貢献すると考えられる。したがって，今後の研究の方向性として，審査請求料が

特許の質的側面に及ぼす影響を検証した研究が期待される。第 3 に，審査請求済み特許出

願の質に着目した研究はわれわれが知る限り皆無である。先行研究は，特許料引き下げの

登録特許の質に対する影響に着目している（de Rassenfosse and Jaffe, 2018）。登録特許の

質への影響には，分析対象となっている特許出願が特許審査に値する価値があるかどうか

に関する出願人による自己選別といった意思決定に対する影響だけでなく，特許審査官に

よる実態審査の質に対する影響も含まれる。したがって，出願人による自己選別といった

意思決定に対する影響を純粋に切り出し，厳密に分析するためには，今後の研究の方向性

として，登録特許の質への影響に着目することは当然のこと，出願人がわが国特許庁に対

して審査請求を行った審査請求済み特許出願の質への影響に注目することが，特許料金の

増額や減額改定の影響をわれわれがより深く理解するために有用であると考えられる。第

4 に，先行研究ではコモンショックの仮定（Dimick and Ryan 2014; Ryan et al., 2015）を
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十分に満たしているとはいい難い対照群（外国出願人による米国登録特許の質）を選択

し，特許料金全般の値上げ改定が米国登録特許の質を平均的に改善しているのか，もしく

は，米国登録特許の分布下位部分の質に対する影響のみを分析している（de Rassenfosse 

and Jaffe, 2018）。そのため，特許料金全般の値上げ改定が米国登録特許の質を平均的に

改善したとしている結論や，下位部分の質に対する影響が上位部分や中位部分の質に対す

る影響と比較して，顕著に質の改善を確認できるといった結論に関して留保しなければな

らない。今後の研究として，コモンショックの仮定をより十分に満たしている，たとえ

ば，外国にも出願されている国内登録特許・国内審査請求済み特許出願の質に対する審査

請求料金改定の影響や，下位部分の質に対する影響を上位部分や中位部分の質に対する影

響との比較のうえで分析することが今後，期待される。

Ⅳ　審査請求制度研究

1.　審査請求制度研究の現状

審査請求制度に関する研究は，大別すると，① 出願人の審査請求行動（審査請求タイ

ミング，審査請求の有無，審査請求件数）の決定要因に関する研究，② 制度変更（審査

請求可能期間の短縮化や料金改定）が審査請求行動に及ぼす影響を検証した研究，③ そ

の他の 3 つの研究にわかれる（表 2）。

まず，① 出願人の審査請求行動の決定要因に関する研究について，各特性別に以下の

ことが明らかとなっている。第 1 に，企業特性に注目すると，知財戦略の能力（Nakata 

and Zhang, 2012:38）が高い企業ほど，審査請求を遅延しておこなう傾向が高いことが明

らかとなっている（Nakata and Zhang, 2012）2）。第 2 に，技術特性に注目すると，（1）発

明の価値に関する不確実性が高い技術分野3）ほど，出願人は審査請求を遅延して行い（Cao 

et al., 2019; Zhang et al, 2020），（2）権利取得の確実性4）が高く，よって他社への牽制力

が弱い技術分野ほど，出願人は審査請求を早めて行う（Palangkaraya et al., 2008），といっ

たことが明らかとなっている。他方で，技術分野別特許出願の競争度が審査請求のタイミ

ングに及ぼす影響に関して，結論がでていないことを先行研究では明らかにしている

2）　知財戦略の能力は，企業規模，R&D 集約度，特許化性向で測定している（Nakata and Zhang, 
2012）。つまり，企業規模が大きく，R&D 集約度が高く，特許化性向が高い企業ほど，知財戦
略の能力が高いと先行研究では仮定している。

3）　出願年別技術分野別最終未審査請求率（Cao et al., 2019），新技術分野への特許出願の有無
（Zhang et al., 2020），特許出願件数の成長率（Zhang et al., 2020）で不確実性を測定している。

4）　先行研究では，2004 年時点での技術分野別特許査定率で測定している（Palangkaraya et al., 
2008）。
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（Nakata and Zhang, 2012）。第 3 に，市場特性に注目すると，（1）競争が激しい市場ほ

ど，審査請求確率は高く，審査請求をより早く行う（Cao et al., 2019）こと，（2）市場の

確実性を好む5）特許出願ほど，審査請求を早める傾向にある（Palangkaraya et al., 2008）

ことが明らかとなっている。第 4 に，特許特性に注目すると，（1）登録査定される可能性

が高い特許出願は，早く審査請求される可能性が高い（Nakata and Zhang, 2012），（2）

独創性，自己前方引用件数，他者前方引用件数で測定した価値の高い特許ほど，早く審査

請求される（Nakata and Zhang, 2012），（3）共同出願や汎用性で測定した価値の高い特

許については，審査請求タイミングに及ぼす影響に関して結論がでていない （Nakata and 

Zhang, 2012），（4）特許出願時の動機として，不確実性の創出による他社への牽制や商業

的価値に関する評価時間の確保を理由としてあげている特許ほど，審査請求の確率が低

い，または審査請求タイミングを遅らせる（Henkel and Jell, 2011）ことが明らかとなっ

ている。

審査請求制度に関する 2 つ目の研究分野では，制度変更と審査請求行動との関係を明ら

かにしている。第 1 に，（1） 2001 年 10 月 1 日に実施された，審査請求可能期間が 7 年か

ら 3 年以内に短縮化された制度変更によって，早期審査請求の確率や最終審査請求の確

率6）が統計的に有意に増加していること（Yamauchi and Nagaoka, 2015a; Yamauchi and 

Nagaoka, 2008; 山内他 , 2011），そして，（2） 審査請求可能期間の短縮化と最終審査請求

の確率の正の関係は，不確実性の高い技術分野においてさらに強まること（Yamauchi 

and Nagaoka, 2015a）が明らかとなっている。第 2 に，1988 年 1 月 1 日より適用された

多項制の導入といった制度変更は，早期審査請求の確率や最終審査請求の確率に対して正

の影響を及ぼしていることも彼らは示している（Yamauchi and Nagaoka, 2008; 山内他 , 

2011）。最後に，2004 年 4 月 1 日に実施した，審査請求料を高く改定し，特許料を安く改

定するといった料金改定は，早期審査請求の確率や最終審査請求の確率に対して負の影響

を及ぼしていることを先行研究では示している（Yamauchi and Nagaoka, 2008; 山内他 , 

2011）。

最後に，審査請求制度に関するその他の研究分野として，審査係属されている特許出願

の価値に関する研究がある。Harhoff et al. （2015）では，特許が登録査定されず権利化ま

で至っていないが，出願するだけで実現できた利益は，発明が完全に特許として権利化さ

5）　先行研究では，現地発明者の存在の有無で測定している（Palangkaraya et al., 2008）。
6）　早期審査請求とは，特許出願時に同時に審査請求を行っている特許出願をさし，最終審査請

求とは審査請求可能期間である 3 年以内に審査請求を行っている特許出願をさす（Yamauchi 
and Nagaoka, 2015）。
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れたことで得られる潜在的な利益の 73.1%（カナダ），66.5%（ドイツ）といった高い比率

を占めることをシミュレーションで計算している。したがって，この事実と，出願人が意

図的に審査請求を遅らせることが関係している可能性があると指摘している（Harhoff et 

al., 2015）。

2.　審査請求制度研究の課題

特許審査請求制度に関する先行研究を俯瞰すると，以下のように，それらの研究にはま

だ課題がいくつか存在する。第 1 に，特許審査請求行動について，その量的側面（早期審

査請求確率・件数や最終審査請求確率・件数）や審査請求タイミングの決定要因を検証し

た研究はいくつか存在するが，特許審査請求料の料金改定が特許の質的側面にどのように

影響するかを検証した研究は存在しない。今後の研究として，審査請求料の料金改定が特

許の質的側面に及ぼす影響を検証する研究が期待される。第 2 に，審査請求料の料金改定

が特許の質的側面に及ぼす影響を検証した研究に近い研究として，Yamauchi and Nagao-

ka （2008, 2015a）と山内他（2011）がある。彼らは，多項制の導入，審査請求可能期間

の 7 年から 3 年以内への短縮化，特許審査請求料の引き上げ，特許更新料の引き下げとい

う 4 つの制度変更が，ある一定期間内に同時に起きた状況を与件として，各制度変更が早

期審査請求や最終審査請求の確率にどのような影響を与えるかを分析している。しかし，

彼らの研究では，審査請求料の改定の影響をそれ以外の 3 つの制度変更の影響から分離・

切り出し，出願人の審査請求行動である早期審査請求の確率・件数や最終審査請求の確

率・件数に及ぼす影響を純粋かつ厳密に検証することが非常に困難である。今後の研究の

方向性として，各制度改革や各料金改定が単独で行われた制度変更イベントを利用した研

究環境における，より厳密な検証が望まれる（たとえば，2011 年 8 月 1 日に実施された

審査請求料改定のみの影響に関する検証などが期待される）。最後に，料金改定といった

制度変更が特許の質的側面に及ぼす影響を検証する際に，先行研究のように登録特許の質

に及ぼす影響に注目が行きがちである（de Rassenfosse and Jaffe, 2018）。そのため，審査

請求料の役割やその改定が出願人の自己選別インセンティブや審査官の特許審査の質に与

える影響についてのわれわれの理解は非常に限定的である。前述の通り，登録特許の質に

及ぼす影響には，出願人による自己選別の結果としての影響のみならず，特許審査官の審

査の結果としての影響も含まれる。したがって，料金改定といった制度変更が出願人の自

己選別行動や特許審査官の審査行動に及ぼした影響に関して何らかの結論づけを行い，政

策的インプリケーションを与えるためには，今後の研究の方向性として，すでに特許庁に

審査請求した特許出願の質に及ぼした影響もあわせて検証することが望まれる。

図 2　課税のタイミング
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Ⅴ　結　　　語

本稿では，特許料金に関する研究および審査請求制度に関する研究がいかなる現状に

なっているのかを明らかにしてきた。そこからみえてきたことは，各研究分野においてあ

る程度の研究蓄積があるものの，いまだ課題が多いことである。また，各課題に対して，

どのような将来の方向性があるのかを示してきた。それ以外に以下の点を指摘して結論に

かえたい。

第 1 に，日本といったコンテキストが特許の制度変更の影響を検証する際に検証グラウ

ンドとして最良であることを指摘しておきたい。一般的に，特許の制度変更に応じて，制

度利用の物理的コストや心理的なコストは増減する（料金改定は最たる例）。たとえば，

制度改定によって制度利用の物理的コストや心理的なコストが増加したため，自国の特許

制度の魅力度が低下し，他国の特許制度の魅力度が相対的に上昇した場合，出願人が特許

制度の利用国を自国から他国へ乗り換える場合がある7）。欧米諸国とは異なり，日本は欧

米から言語的・文化的・地理的に相対的に離れているところにあり，言語・価値観・物理

的距離の壁がある。そのため，日本国出願人にとって他国の特許制度利用へ乗り換えるの

は容易ではなく，そのスイッチングコストは高い。そのため，日本国特許出願の中でも，

外国出願を予定している国内出願（つまりスイッチングコストを支払ってしまった特許出

願）と外国出願を予定していない国内出願（つまりスイッチングコストを支払う予定をし

ていない特許出願）では，欧米諸国における場合と比較すると，国内における制度変更の

影響をうける程度に大きな違いがでる8）。この影響のうける程度の大きな違いによって，

7）　ただし，特許権の効力は属地主義（現在，特許の効力は国・地域ごとに制限されており，原
則，他国・地域では特許の効力は及ばない）なので，そのような可能性を無視することができ
るといった議論があるかもしれない。しかし，企業のグローバル化が進展している中，近年，
世界特許制度を目指す動きもみられる。世界特許制度とは 1 つの国・地域で特許承認されれば，
他の多くの国・地域で審査を受けなくてもその効力が世界に及ぶといった制度である。2006 年
に日米欧など主要 41 ヶ国が東京に集まった国際会議で，世界特許制度へ向けた条約づくりが始
まっている。世界特許制度のもとでは，国別に特許制度の魅力度に応じて，出願人の特許化行
動が決定される可能性が存在する。そして，そのような場合，魅力ある特許制度を国家として
提供することが重要となろう。

8）　つまり，外国出願を予定している国内出願は，他国に出願することによる多大なるスイッチ
ングコストを支払い済みであるため，他国に出願を切り替えることで制度変更の影響から逃げ
ることが可能である。そのため，日本における制度変更の影響をうけにくい。一方で，外国出
願を予定していない国内出願は，他国に出願を切り替えることによる多大なるスイッチングコ
ストの負担を考えると他国に出願を切り替えられず，制度変更の影響から逃げることが難しい。
そのため，日本における制度変更の影響を多大にうけやすい。
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特許に関する制度変更の検証に関して，適切な制御群（コントロールグループ）を選択す

ることが可能となる。したがって，このような最良の検証グラウンドを利用した研究，つ

まり，日本のデータを利用した研究が今後，期待される。

第 2 に，料金改定が特許の質的側面に及ぼした影響を検証した研究について，料金の改

定幅がショッキングな程度ほど極端に大きい場合（たとえば，de Rassenfosse and Jaffe 

（2018）の場合，12 倍の値上げ改定を分析対象としている），料金改定を何度も実施し微

調整を行いながら最適な料金水準を模索している特許庁からすると，そのような研究知見

は参考にならない場合がある。このような状況に対して，現実的な改定幅の分析が今後，

望まれる。
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